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広島弁護士会所属

山下江 検索企業法務専門サイトあります
http://www.hiroshima-kigyo.com

な や み よ まるく相談予約専用
フリｰダイヤル

〒730-0012 広島市中区上八丁堀 4-27上八丁堀ビル703   TEL 082-223-0695  FAX 082-223-2652　所長 山下江

予約電話受付
平日 9 ～ 1９時
土曜 10 ～17 時

◆離婚､相続､交通事故､債務整理の無料相談実施中！
◆債務整理､交通事故 : 着手金￥０-

☑契約書ﾁｪｯｸ ☑債権回収 ☑労務問題など

 機動力と総合力の広島最大級事務所 !  迅速な対応のための予防法務 = 顧問契約をお勧めします

H27.12 撮影

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
（
７
）

　
前
回
ま
で
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
と
し
て
厚
生
労
働

省
が
平
成
18
年
３
月
に
策
定
し
た

「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進

の
た
め
の
指
針
」
に
つ
い
て
説
明
し

て
き
ま
し
た
。

　
今
回
か
ら
は
、そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
実
務
的

対
応
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
き
ま

す
。
今
回
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調

の
事
前
予
防
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま

す
。

事
前
予
防
の
重
要
性

　
労
働
者
が
い
っ
た
ん
心
の
健
康
を

損
な
う
と
、
そ
の
回
復
に
は
数
か
月

か
ら
１
年
以
上
の
期
間
を
要
す
る
こ

と
も
多
く
、
そ
の
間
に
生
じ
る
負
担

や
損
失
は
、
労
働
者
自
身
だ
け
で
な

く
、
企
業
に
と
っ
て
も
大
き
い
も
の

に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
企
業
と
し
て
は
、

労
働
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を

生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
十
分
な
事
前

予
防
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

職
場
環
境
の
整
備
、
改
善

　
労
働
者
の
心
の
健
康
を
損
な
う
要

因
と
し
て
、
職
場
環
境
、
職
場
内
の

ス
ト
レ
ス
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
事
前
予
防
の
た
め
に
は
職
場
環

境
を
整
備
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
改
善

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
実
務
的
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
不
調
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
と
考

え
ら
れ
る
過
重
労
働
、
セ
ク
ハ
ラ
・

パ
ワ
ハ
ラ
対
策
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

⑴
過
重
労
働

　
厚
生
労
働
省
で
は
、「
過
重
労
働
に

よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事

業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
等
」
を
定
め

て
い
ま
す
。

　
そ
の
内
容
と
し
て
、
①
時
間
外
・

休
日
労
働
時
間
の
削
減
、
②
年
次
有

給
休
暇
の
取
得
促
進
、
③
労
働
時
間

等
の
設
定
の
改
善
の
ほ
か
、
④
労
働

者
の
健
康
管
理
に
係
る
措
置
の
徹
底

と
し
て
、
健
康
管
理
体
制
の
整
備
、

健
康
診
断
の
実
施
、
面
接
指
導
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
労
働
時
間
や
業
務
量
な
ど
、
現
在

の
勤
務
の
実
態
を
確
認
し
た
上
で
、

労
働
者
の
健
康
管
理
上
必
要
な
措
置

を
と
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑵
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ

　
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
11
条
に
お
い
て
、
事
業

者
に
対
し
て
セ
ク
ハ
ラ
対
策
と
し
て

雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
の
指
針
が
厚
生
労
働
省
か
ら

示
さ
れ
て
い
ま
す
。内
容
と
し
て
は
、

①
職
場
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す

る
方
針
の
明
確
化
と
周
知
・
啓
発
、

②
相
談
体
制
の
整
備
、
③
セ
ク
ハ
ラ

行
為
に
対
す
る
迅
速
適
切
な
対
応
の

ほ
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
不

利
益
取
扱
の
禁
止
に
つ
い
て
も
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
パ
ワ
ハ
ラ
も
セ
ク
ハ
ラ
同

様
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
も
た

ら
す
要
因
と
な
る
た
め
、
前
記
セ
ク

ハ
ラ
対
策
を
パ
ワ
ハ
ラ
に
置
き
換
え

て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
う
ち
の

セ
ル
フ
ケ
ア
の
一
環
と
し
て
事
前
予

防
の
効
果
を
期
待
さ
れ
る
の
が
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
で
す
。

　
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正
に
よ
っ

て
、
平
成
27
年
12
月
以
降
、
常
時
50

名
以
上
の
労
働
者
の
い
る
事
業
所
に

つ
い
て
は
、
年
１
回
の
ス
ト
レ
ス
チ

ェ
ッ
ク
を
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
、
労

働
者
が
自
分
の
ス
ト
レ
ス
状
態
を
知

り
、
早
め
の
対
処
を
す
る
こ
と
で
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
防
止
す
る
こ

と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
す
が
、
こ

の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
者
50
人

未
満
の
事
業
所
に
お
い
て
も
、
定
期

的
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
所
長
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
交
通
事
故
被

害
（
損
害
賠
償
請
求
）。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の
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